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東アジアから太平洋へと戦争が拡大していくなかで､ 京大でも戦意高揚のための儀式が行われている｡ 写真は本部本館(時
計台)前で行われたシンガポール陥落を記念する戦勝祝賀式の様子｡ 当時の『京都帝国大学新聞』には当日の状況について｢先
づ宮城遙拝､ 皇軍将士への黙祷を行ひ､ 歓喜にふるへながら国歌斉唱､ 終って総長の祝辞朗読にうつったが､ 思ひなしかこ
の日､ この時の総長の声も晴れやかに朗々と響き渡り､ 一同の面には新しい覚悟を示す緊張がさっと流れた｣と書かれている
(６頁に関係記事)｡
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国立大学における文書管理の実態を把握す
る一助として､ インターネットを利用して各
大学の法人文書ファイル数を調査し､ 役職員
数と比較したものが次表である(一部の大学
については担当課に直接照会した)｡ 国立大
学という共通した目的を達成するために作成
される文書数は､ 当然のことながら大規模大
学の方が多くなる｡ しかし､ 役職員一人あた
りが作成する文書数においては､ 大差はない
と想像される(附属病院を抱える大学では医
療系職員が多くなるなどの問題は存在するが)｡
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管理簿に登録されているファイル数は､
102,171点の京都大学が最も多い｡
役職員一人あたりのファイル数は､ 小規模
の単科大学ほど多くなる傾向がある｡ 小規模
大学の場合､ 附置研究所の教員や医療系職員
などが少ないことに加えて､ もともと存在し
ていたファイルがそれほど多くないため､ 管
理簿にきちんと登録されたと考えられる｡ 役
職員一人あたりのファイル数は京都大学より
も多い大学が多数存在している｡
京都大学では､ ｢単純に棚に並んでいるファ
イルの背表紙を打ち込んでいるだけの方がずっ
と単純で､ (中略)とりあえずパソコンに打ち
込んでくれればいいんですよ､ という形で総
務部総務課の方は各部局の事務とかに､ まあ
具体的にほんとにそういったかどうかは知り
ませんけれども､ そういうふうな雰囲気の下
に作られてきた｣(西山伸｢大学におけるアー
カイヴズとは－京都大学大学文書館の設置－｣
『広島大学史紀要』５､ 2003年)とのことであ
るが､ 背表紙をそのまま打ち込むという手法
を採った大学は少数ではなかろうか｡ 少なく
とも広島大学においては､ ファイルの背表紙
をそのまま管理簿に入力するということはな
かった｡ 京都大学の役職員一人あたりのファ
イル数は19.69冊であり､ 広島大学は10.03冊

と約２倍の開
きがある｡ 一
人あたりのファ
イル数が最も
多いのは北海
道教育大学の
52.62冊である｡
単科大学であ
るため高値が
でたのであろ
うが､ 逆に言
うなら､ 各大学ともこの水準近くまでは法人
文書が存在するはずである｡ 少なくとも､ 広
島大学と同じく一人あたり10冊程度以下の大
学では､ ファイル一件づつをそのまま管理簿
に入力していないと考えて差し支えあるまい｡
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単純にファイルの背表紙をファイル管理簿
に入力するという方針がとられた京都大学に
おいても､ 管理簿と実際のファイル名や冊数
が相違することは､ 保田その｢事務局移管行
政文書の整理および目録作成｣(『京都大学大
学文書館研究紀要』１､ 2002年)の指摘すると
ころである｡ この問題点は､ 名古屋大学にお
いても神谷智｢行政文書のデータ管理方法に
おける課題－名古屋大学を事例として－｣
(『名古屋大学史紀要』12､ 2004年)によって指
摘されており､ 広島大学においても同様であっ
たことは､ ｢広島大学行政文書の管理体制に
ついて(ご報告)｣(『広島大学史紀要』５､ 2003
年)において報告したとおりである｡ 広島大
学においては､ 法人文書ファイル管理簿を流
用して文書館での目録を作成することは不可
能である｡ 管理簿の精度を上げなければ､ 現
用段階と非現用段階での２度の目録作成とい
う事務上の不効率を来すのみならず､ 現用段
階での情報公開への対応が不徹底とのそしり
を免れ得ない｡
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京都大学の文書管理上では永年保存という
規定は作られておらず､ 保存年限が満了した
法人文書は全て大学文書館に移管されること
になっている(西山前掲論文)にもかかわらず､
京都大学には2004年12月現在で570点の永年
保存文書が存在する｡ そのほとんどは人事関
係であり､ 多くの自治体文書館が抱えている
人事関係文書がアーカイブズに移管されない
という問題点は､ 京都大学においても存在す
る｡ このことはアーカイブズにとって問題で
はあるが､ アーカイブズの存在しない大学に
おいては､ 永年保存文書が存在しないことの
方が深刻な問題である｡ もっとも多くの場合､
評議会議事録など大学にとって最重要な文書
については､ 保存期間の延長措置が執られて
はいるのであるが｡
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これまで筆者は､ 大学の文書管理はいいか
げんだという漠然とした印象を持っていた｡
国立大学の役職員一人あたりファイル数の予
想以上の差違は､ 図らずもこの印象を裏付け
る結果となった(特に筆者が所属する広島大
学について)｡ 事務当局者と協力して現用段
階からの文書管理を改善しない限り､ 大学アー
カイブズに明るい未来は訪れない｡
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大学文書館においては､ 非現用となった法人文書1の全てが､ 事務本部2および各部局より移

管されることになっている｡ 第１回の移管が行われたのは平成13年度であり､ 現在までに事務

本部に関しては４回､ 部局に関しては３回､ 法人文書の移管が行われている｡

毎年､ 文書の移管､ 搬入においては､ まず､ 総務課文書企画掛を通じて､ 事務本部の各課お

よび各部局より､ 前年度に非現用となった(＝保存期限が満了した)文書の目録を受け取る｡ そ

の目録は､ 情報公開に用いられる｢法人文書ファイル管理簿｣を加工したものであり､ ファイル

名や作成者といった法人文書ファイルの情報に加えて､ ｢文書館に保存｣｢分館に保存｣のいずれ

かに○が付けられている｡ なお｢分館に保存｣とは､ 書類上は大学文書館に移管するが現物は作

成部課で保存するという扱いのことであり､ 実際には搬入されない｡ 大学文書館では､ 受け取っ

た目録に基づいて排架や照合の計画を立て､ その後､ 文書が搬入されれば､ 実際の文書と目録

を照合する｡ そして､ 受け取った目録では｢文書館に保存｣に○が付いているが現物が確認され

なかったものについては作成課・部局に照会したり､ 逆に目録には含まれていないが現物が搬

入されたものについては新たに目録を作成したりといった業務を行っている｡

表には､ これまでの非現用文書の累計､ そのうちの｢分館保存｣の冊数と比率､ 実際に搬入さ

れた冊数の推移と累計､ ｢現物確認率｣(＝｢文書館に保存｣に○が付けられていたファイルのうち

現物の搬入が確認された比率)｣､ ｢追加冊数｣(＝目録に含まれていないが搬入されたため新たに

目録を作成した文書の冊数)の推移を示した｡

まず現物確認率の推移を見ると､ 事務本部に関しては､ １年目が最も高く､ その後いったん

低下している｡ これは､ 人事部(旧総務部人事課)において現用であるにも関わらず平成13年度

に搬入された文書(→目録にないので新たに大学文書館で目録を作成)が､ ２年目以降に書類上

移管されてきたこと､ また財務部(旧経理部)からの移管が平成15年度には行われず､ 平成16年度

にまとめて行われたための混乱によるところが大きい｡ 部局に関しては､ 全体の現物確認率は

徐々に上昇する傾向にある｡ しかし､ ほぼ100％が現物確認される部局がある一方で､ 毎年60％

台に留まる部局もあるというように､ ばらつきが大きい｡

次に､ ｢追加冊数｣は､ １年目(事務本部は平成13年度､ 部局は平成14年度)に非常に多い｡ １

年目には創立以来現在までの非現用文書がまとめて移管､ 搬入されるため､ 目録が不完全であっ

たこと､ また､ １冊のファイル・簿冊を１点として数えるということが徹底しておらず､ 目録

上は１点の文書が実際には複数冊(多いときには数十箱)に上ったことなどによる｡ さらに一部

の部局では､ その後も目録にはない非常に古いファイルが大量に搬入されることが続いており､

追加冊数が多くなっている｡

この表では紙幅の都合もあり､ 特に重要な数値のみを示したが､ 実際はこれよりもはるかに

複雑である｡ ｢追加冊数｣といっても､ 単純に目録が作成されていなかった場合のほか､ 昨年度

まで｢分館保存｣に指定されていた文書が予告なしに搬入されたもの､ 前年度に確認されなかっ

たファイルが遅れて搬入されたもの､ 本来翌年度以降に移管されるべき保存期限内の現用文書

が､ なぜか予定より早く搬入されたものなどと非常に多様である｡ また現物が確認されなかっ

1 法人化以前は｢行政文書｣
2 平成15年度までは｢事務局｣
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た文書に関しても､ 実際は以前に搬入され､ ｢追加冊数｣に加えられていたことが判明する場合

もある｡ 平成15年度以降は大部分の文書に｢レコード識別番号｣が付けられるようになったため､

これらの情報を得ることが比較的容易となったが､ それ以前は､ タイトルと作成年のみの情報

から(目録のタイトルと背表紙のタイトルが異なる場合が多い)これらを調べるのは困難であっ

た｡ また､ 大学文書館にとっても､ 文書移管の業務が試行錯誤の状態であったため､ このよう

な場合の扱いが一貫性を欠くということも多かったようである｡

いずれにせよ､ 大学文書館においては､ 現物があっても目録と一致しない文書や､ 目録に情

報はあるが現物が確認されなかった文書に関しても､ 可能な限り把握するように努めていると

ころである｡ 文書移管担当の方々には､ 何卒このことをご理解のうえ､ 可能な限り､ 目録と現

物とが一致するように務めていただければ幸いである｡
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前回の『京都大学大学文書館だより』(第８号)で紹介したように､ 大学文書館では現在京都大

学における｢学徒出陣｣に関する調査・研究を行っている｡ 前回は調査の一本の柱である基本的

データの確定について､ 文学部を対象に述べたが､ 本稿ではもう一本の柱である聞き取り調査

について簡単に述べることにする｡

｢学徒出陣｣に関する聞き取り調査は､ 『京都大学百年史』の編集を行っていた1995年に一度実

施している｡ その後しばらく途切れていたが､ 一昨年頃から本格的に再開するようになり､ 200

5年10月現在で合計17人の体験者の方から聞き取り調査を実施した｡ ちなみに17人の学部別内訳

は､ 文５､ 法２､ 経済６､ 農２､ 医１(他に東大法学部が１)であり､ また軍別の内訳は､ 陸軍

５､ 海軍12となる1 ｡ 当然のことながら､ この方たちは戦時期に成年になっており､ 現在では80

代の前半から半ばに差し掛かっている｡ お一人あたり長いときには６時間近く､ 短くても２時

間程度はお話しいただいている｡

聞き取りは､ 高等学校時代から始めるのを基本としている｡ 当時の旧制高等学校はそれぞれ

独特の校風を持ち､ 在学生に大きな影響を与えたと言われているからである｡ そして､ 京大在

学時代､ 軍隊時代を経て復員・復学までの話を伺うようにしている｡ この聞き取り調査は､ あ

る特定の事実を明らかにしようとしたり､ 組織の中枢にある人物から意思決定の過程を聞き出

そうとしたりするものではない｡ 授業や余暇はどのようなものだったのか､ 深まりゆく戦争に

ついて徴集前にはどう捉えていたのか､ 軍隊生活とは具体的にどういったものであり､ 自身の

果たすべき役割をいかに認識していたのか等々､ どちらかといえば何気ない日常や当時の心情

について語っていただくことで､ 当時の学生たちのありのままの姿を浮かび上がらせていくこ

とを目的としていると言ってよい｡

60年も前のことであるから､ もちろん記憶違いもあろうし､ 後から考えたことと当時考えて

いたことを混同してしまう場合もあろう｡ しかし､ それは聞き取り調査ではよくあることであ

り､ これらをすべて含み込んだ上で､ 現在におけるその方の真実を語っていただくことが重要

であると考えている｡

われわれは学徒兵について､ ついステレオタイプ化された像をイメージしがちであるが､ 実

際はそういうものではない｡ 一人一人の軍隊における体験は様々である｡ 陸軍なのか海軍なの

か､ 飛行機を操縦していたのか軍艦に乗り組んでいたのか､ 中国大陸にいたのか南方にいたの

か本土にいたのか､ といった個々人が置かれた状況によって体験も大きく違うし､ 戦争の受け
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止め方も全く異なってくる｡ さらに忘れがちなのは､ いつ軍隊に入ったかということであり､

よく知られた1943(昭和18)年12月の一斉入隊の以前から繰り上げ卒業によってそれまでよりも

早く徴集された人も多かったし､ 一斉入隊の後も敗戦までの期間にたくさんの学生たちが徴集

されていった｡ どの時期まで学生生活を過ごし､ いつから軍隊に入ったかということは､ この

方たちの体験に大きな違いをもたらしている｡ わずか１年の違いが大きな差となってそれぞれ

の運命を左右する､ そういう時代だった｡

とはいえ､ 私の印象だが､ 伺った話の中にはいくつかの共通点があるのも事実である｡ 例え

ば､ 高等学校時代については､ 若干の例外はあるものの､ 軍国主義的教育を受けていた中学時

代とは一変した自由な生活を楽しんでいたと語られる方が多い｡ 先生たちは時局迎合的な話を

するわけでもなく､ 学生たちも読書や課外活動に明け暮れる青春を送っていた｡ 深まりゆく戦

争とは別の世界がそこにはあったようだ｡ 京大に入学後も､ 直接戦争の影響を感じさせるよう

な話を伺うことは少ない｡ 特徴的なのは､ 当時大学で実施されていた戦意高揚のための行事2に

出たという記憶を持っておられる方がほとんどいないということである｡ さすが京大生という

気もしないではない｡ 一方で､ その頃一世を風靡していた哲学の｢京都学派｣については､ 多く

の方が何らかの形で彼らの話を聞いたことを語ってくださるのも印象的である｡

今ではよく知られているように当時の新聞・ラジオは｢大本営発表｣に基づく報道を行ってお

り､ 戦況についての実状を国民にほとんど知らせていなかったが､ 1943年になると戦局の動向

は容易なものではなくなってきた､ という認識が深まっていったという方が多い3｡ そういう中

で､ 自分自身が軍隊に入っていくことについてはどのように捉えておられたのか｡ これは最も

デリケートな質問であり､ 簡単にまとめることはできないが､ いやおうなく｢死｣と向き合わな

ければならなくなったときに想うのは天皇や国家といった抽象的なものではなく､ 自分の郷土､

家族や親しい人といった具体的なものであり､ そのためには死んでもいいと考えた､ という方

が少なくない｡

長時間にわたる聞き取りを本来はこのように単純にまとめるべきではないのかもしれない｡

一人一人の思いをできるだけありのまま伝えるため､ 今年度中に作成する報告書には､ こういっ

た聞き取りの記録を､ 省略するのではなく原則として全文を収録することを考えている｡ この

報告書が､ 多くの人々の目に触れることを願っている｡

１ 実際に陸海軍に徴集された数と比べてかなり海軍の比率が高いが､ 聞き取り調査の方法として人的な
つながりをたどって協力依頼を行っていることもあり､ 同時期入隊者の横の繋がりの強い海軍にやや
片寄る結果となってしまっていると思われる｡

２ 例えば､ 1941年12月には対米英宣戦布告詔書捧読式が､ 翌年２月にはシンガポール陥落を祝した戦勝
祝賀式が時計台前で行われている(表紙写真参照)｡

３ ガタルカナル島からの｢転進｣(２月)､ 山本五十六連合艦隊司令長官戦死公表およびアッツ島｢玉砕｣(と
もに５月)などの報道が大きかったという｡
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2005(平成17)年８月27日に､ 科学研
究費補助金基盤研究(B)｢大学所蔵の歴
史的公文書の評価・選別についての基
礎的研究｣(研究代表者：西山伸京都大
学大学文書館助教授)の第１回研究会
(於京都大学百周年時計台記念館)を開
催しました｡
この研究は､ 昨年度の科学研究費補
助金基盤研究(C)｢大学所蔵の歴史的資
料の蓄積・保存ならびに公開に関する研究｣の成果を､ 大学アーカイヴスにおける実践に基づ
いて､ さらに発展させる意図を持っています｡ 研究会には､ 大学関係者のみならず､ 近隣の資
料保存機関の方々など､ 多数の方が参加されました｡
基調報告では､ 沖縄県公文書館の富永一也氏が｢平成16年度科研費研究成果報告書『大学所蔵
の歴史的資料の蓄積・保存ならびに公開に関する研究』について｣を発表され､ 昨年度の研究報
告書から見える大学アーカイヴス界の現状と課題について指摘されました｡ 次いで､ 京都大学
大学文書館の保田その助手より､ 文書廃棄の実践例を報告した｢京都大学大学文書館における
2004年度の文書の廃棄について｣が発表されました｡ 今後､ 年３回程度の研究会を行いながら､
３年間にわたって､ 大学アーカイヴスにおける評価・選別の問題を考えていきます｡

��������

2005年５月１日 河西秀哉､ 大学文書館助手に着任｡
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国立大学の法人化によって､ 京都大学にも
管理運営機関として､ 教育研究評議会と学外
者の参加する経営協議会が設置されることと
なった｡ このように､ 大学経営に学外者を参
加させる動きは､ ｢大学法｣が検討されていた
1948年ごろから存在していた｡
大学法は､ GHQ・CIE(民間情報教育局)の
指導の下､ アメリカの大学の理事会方式を日
本に移入しようとする法案だったと言える｡
法案では､ 国家・都道府県・同窓会・教授の
代表各３名ずつに学長を加えた計13名で｢管
理委員会｣を組織し､ 各大学の学制・財政・
人事など一般行政を執行すると規定されてい
た｡
しかし､ この大学経営を外部に｢開いた｣点
が各方面からの批判にさらされた｡ 大学文書
館が所蔵する『大学管理法案関係綴』には､ 京
都近辺の国立の学校代表者によってまとめら
れた意見書が残っている｡ そこには､ 大学経
営に地域代表を加えるならば､ ｢ボス的勢力
及び一党一派の組織勢力によつて絶えずおび
やかされ､ その結果､ 大学の教育及び研究が
著しく阻害される危険が非常に大きい｣とい
う批判が展開されている｡ また､ 当時総長で
あった鳥養利三郎は､ 旧帝国大学の総長らと
この問題について協議を重ねており､ 大学文
書館所蔵の｢鳥養利三郎関係資料｣には､ 各総
長でまとめた意見書がいくつか保存されてい
る｡ 鳥養らは｢適当な程度に於て民間の代表
を加えること｣については賛意を示しつつも､
これまでの大学自治は教授会方式が原則であ
り､ 理事会方式を導入することは｢わが国の
大学の長所と伝統を破壊｣するとして､ 大学
法に強く反対した｡ 鳥養は｢理事会ガ代議士
ノ如ク世論ニ眉

[ママ]

ビルコトハ明瞭也｣と､ かな
り厳しい感想を残している｡ 滝川幸辰法学部
教授も｢学問の真の研究に適さない法律｣と大

学法を批判し､ 大学自治を守るための強い意
志を結集する必要性を強調した(『学園新聞』
1948年11月１日)｡ 滝川は戦前の自身の事件
の経験から､ 外部の介入に対して危機感を強
く持っていたのではないか｡
学生も､ ｢教授会の権限は剥奪され各大学
の特殊性は無視されている｣､ ｢学生自治も権
力者支配によつて圧迫される恐れがある｣
(『学園新聞』1948年11月８日)として､ 大学法
を批判していた｡ 学生は､ 自分たちも交えた
大学経営機関設置を要求し､ 医学部や経済学
部ではデモ行進や代案の作成が行われたりと､
積極的な反対運動を展開していた｡
こうした動きを受け､ 文部省も大学法の法
制化を断念し､ 鳥養らを参加させて､ 新たに
学長の諮問機関としての｢商議会｣を設置する
｢大学管理法｣案を作成するが､ 結局この法案
も成立せず､ 大学運営は敗戦前からの慣行に
よって行われることとなる｡ このような大学
法をめぐる議論と､ 現在の大学に関する議論
には大きな差異があるように思われる｡ この
差異は､ 社会状況の変化が生み出したものな
のだろうか｡
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